
 

消費生活基本計画（第２次計画）素案（案）概要 

 
４つの基本方針に沿って推進する消費生活施策 

 

【基本方針１ 消費生活の安心・安全】 
（背景） 
  商品・サービスそのものに対する不信・不安の増大 
  購入後の商品等の安全性の低下 
  賞味期限や産地等の表示偽装の多発，表示への不信感の増大 
  地域商店街の衰退による日常の消費生活の崩壊  など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【基本方針２ 消費者被害の救済及び防止】 
（背景） 
  高齢者や若年者をねらった深刻な消費者被害の発生 
  コミュニティで孤立した消費者被害の潜在化 
  必要な情報に到達できない消費者の増加 
  消費生活相談内容の高度化・複雑化  など 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

【基本方針３ 消費者の自立支援】 
（背景） 
  携帯電話の普及や成人年齢問題等，トラブル低年齢化への懸念 
  悪質事業者による新たな手口との競争 など 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針４ 京都から始める未来へつなぐ消費生活】 
 （背景） 
  消費生活を脅かす深刻な環境問題 
  消費者の社会的責任の認識の希薄さ  など 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

別紙１

施策の方向(7) 消費者被害を防止する仕組みづくり 

14 危害に関する迅速かつ的確な情報提供等 

15 関係機関，団体との連携の推進 

16 身近な支援の仕組みづくり 

施策の方向（6） 不適正な取引行為への対応 

11 事業者に対する指導等の強化 

12 適正な取引行為の徹底 

13 取引行為に関する制度の検討 

施策の方向(4) 被害の救済のための機能強化 

７ 相談機能の強化と相談しやすい環境の整備 

８ 相談内容の高度化への対応 

施策の方向(5) 各種相談事業の実施及び連携の強化 

９ 各種相談事業の実施 

10 様々な相談窓口との連携の強化 

施策目標３ 消費者被害の救済 

施策目標４ 消費者被害の防止 

施策の方向(1) 安全な商品等の確保 

１ 商品等の安全性の確保 

２ 使い，住み続けるための安全性の確保 

施策の方向(2) 商品等に関する情報の適正化 

３ 情報の適正化に向けた指導等の推進 

４ 消費生活条例に基づく情報の適正化の推進 

施策の方向(3)  商品等の安定的な供給の確保 

５ 身近な生活圏を支える事業者等への支援 

６ 生活必需品の安定供給と適正な価格形成の

確保 

施策目標２ 商品等を適切に選択できる環境の整備 

施策目標１ 安全な消費生活環境の確保 

施策の方向(9) 情報提供の推進及び学習活動への支援 

19 様々な媒体を用いた情報の発信 

20 拠点施設等における学習活動への支援 

施策の方向(8) 消費者の生活力向上のための学習機会

の提供 

17 児童，生徒等への消費者教育の推進 

18 消費生活のトラブル防止のための学習機会の提供

施策の方向(10) 地球市民の視点に立った消費者の

育成 

21 食に関する学習機会の提供 

22 環境に配慮した消費者行動の促進 

施策の方向(11) 消費者，事業者が共に行動する基盤

づくり 

23 消費者意見の反映及び行動する消費者の育成 

施策目標６ 新たな消費生活モデルの形成 

～ 京都固有の生活文化の継承と発展 ～ 

施策目標５ 消費者力の向上 

計画の基礎的な施策として，消費生活のある限り，

将来も継続が必要な取組 

これからの消費生活社会の実現

のために特に力を注ぐべき施策

当面不可欠だが，将来的には計画の基礎的な施策に統合

できる状態になることが望まれる取組 
将来的には日常生活で当然のように行われることが望まれ

る取組 

（長期的） 

（中期的） 

消費者の自立の

ために特に力を

注ぐべき施策 
（中・長期的）

不安を解消し，消費生活

の安定のために特に力

を注ぐべき施策 

（経常的） 

消費生活の基盤を整える

ための基礎的な施策 

中・長期的な施策は達成状況に応じて，必要

な部分のみを基礎的な施策に整理統合する。

（計画は次第に簡素化されていく。） 
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 ライフステージを見据えた体系的かつ総合的な消費者教育について 
    
                                                 

 
（注１） 

 区分 本市が取り組む消費者教育の視点 
 

現在の取組例 
① 幼児期 
 （ 就 学 前 ま で の 

段階） 

 
未就学児 

 

 

 
家庭教育 

  保護者が主体（家庭，

保育園・幼稚園など，子

育ての範囲） 
  親から子への価値観の

伝播，親世代の意識改革

を促す取組 

食育等の講座等 
家庭教育支援等 
 

② 児童期 
 （就学から小学校

卒業までの段階） 

 
小学生 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

学校教育 

〔教育委員会〕 
  消費者教育，生き方探

究教育，食育等の推進 

〔関係局〕 
  教育委員会との連携 

（注２）
 

  関係局は教材作成等で

学校の消費者教育を支

援 

小学校高学年向け DVD 
小学校出前板さん教室 
夏休み親子計量教室 
くらしの達人標語 
計量図画・作文展 
中学生向け冊子 ほか 
 

③ 少年期 
 （中学校入学から 

高等学校卒業程度

までの段階） 

 
中学生 

 

 
 高校生 

 

  
 
  教育機関との連携  

 
各種啓発パンフレット 

④ 成人期 
 （高等学校卒業以

降の大学生や社会

人等の段階） 

 
 大学生 

 

 

   
 
出前講座 
 
各種の講座・教室 

 
 

 

社会人 

(保護者) 

 
生涯学習

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  被害防止を基本とした

啓発，消費者教育の推進

  行動する消費者の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
（くらしのみはりたい） 
（京・くらしのサポーター） 

 ⑤ 高齢期 
（特に高齢者） 

 
 

 
高齢者 

 
 
 

（見守りのネットワーク

づくり） 
 
 

 
 
 

注１ 消費者教育体系化のための調査研究報告書（財団法人 消費者教育支援センター 平成 18年 3月）の区分 
 

注２ 消費者行政と教育行政との連携強化のため，平成 21 年 4 月に関係課で構成する京都市消費者教育連絡協議会

を設置した。 

保健福祉局 
  食育，健康づくり等の講座等 
・ ふれあいファミリー食セミナー 
・ ウエストスリムクラブ 
・ 食育指導員養成 

             など 

都市計画局 
  住まいに関する講座等 

・ すまいスクール 
・ 親子向けすまいスクール

など

環境政策局 
  学校と連携した教材作成等 
・ こどもエコライフチャレンジ

推進事業 
・ 環境副読本 

  市民向け環境教育 
・ 環境家計簿の普及  

  実践の促進 
・ 使用済てんぷら油拠点回収 
・ リユースびん拠点回収 

など 

  消費者団体，

事業者団体と

の連携（講座

等事業の共催

含む。）
ターゲット教育 
（対策重点化教育） 

別紙２ 

 参照：別紙３

 
消費者

団体 
事業者

団体 
自治会等，

各種団体等 
大学等，

教育機関

京都府，京都府警察，京都

弁護士会等の関係機関等

 
 
 
 
 
 
 

消費者力の

向上を 
図るための 
連携の輪 

 
 

▽ 体系的かつ総合的な 

消費者教育の充実 
 

・ 消費者の暮らしに役立つ知識

等を掲載した「くらしの知恵

ノート（仮称）」の作成 
 

・ 若者向け悪質商法撃退ゲーム

の作成          など 

（第２次計画） 
 

「融合」「共汗」

の視点で 

更なる強化 

教育委員会 
  学校での実践の推進 
・ 消費者教育，生き方探究教育，

食育，環境教育など 
  家庭教育，生涯学習支援 
・ 携帯電話問題インストラクター 

               など

市立学校 
  消費者教育，生き方探究

教育，食育等の推進 

文化市民局 
  学校と連携した教材作成等 

・ 小学校高学年向けＤＶＤ 
・ 中学生向け冊子 
・ くらしの達人標語  

  市民向け消費者講座等 
・ 出前講座 
・ 消費者力検定受験対策講座 
         など 

産業観光局 
  計量関係 
・ 計量・図画作文展 
・ 夏休み親子計量教室 

  学校と連携した教材作成等 
・ 小学校出前板さん教室 

  食育関係 
・ 市場見学会 
・ 鍋まつり 
・ ミートフェア   など
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地域における高齢者等の見守りの仕組みについて 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地域住民 

長寿すこやかセンター 

福祉ボランティアセンター 

 
地域商店街等 

すまい体験館 

 
消費者団体等 

その他の関係機関等 

別紙３

こころの健康増進センター 

市民活動総合センター 

 

▽ 施策間の連携強化   

▽ 市民から見て分かりやすい施策体系の構築 
・  地域ボランティアとの協働の在り方や行政からの

情報発信の在り方等について検証  

 

「融合」の視点で更なる強化

（第２次計画） 

地域の安心安全ネットワーク 
（学区単位の地域の総合的な

安心安全ネットの構築） 

消防署 

区役所・支所 

 

「共汗」の視点で推進している 

様々な取組 

 
民生委員・児童委員 

 
 
 

老人福祉員 
 
 
 

学区社会福祉協議会 
 
 
 

老人クラブ 
 
 
 

保健協議会 
 など 

 

 

 
地域包括支援 

センター 
 

 

 
介護サービス 

事業所 
 

 

 
医療機関 

  
見守り・支援 

 
支   援 

市民生活センター 
 
 
 

＜消費生活相談＞ 
・ 消費生活相談 
・ 多重債務相談 

 
 

＜その他の相談事業＞ 
・ 無料法律相談 
・ 交通事故相談 
・ 市政一般相談 

 
 

＜消費者啓発事業＞ 
・ 出前講座       など

くらしのみはりたい 
（約 1,700 名） 

京・くらしのサポーター 
（51 名） 

一人暮らしお年寄り見守り 
サポーター （約 1,000 名） 

認知症あんしんサポーター 
 （約 21,800 名） 

認知症あんしんサポート 

リーダー （約 1,400 名） 

 
支援・連携 

行政その他関係機関 

  地域商店街振興 ： 市民が

選ぶ「京のまち なじみのえ

え店」（産業観光局） など

  世代を超えた共汗で創り

出す「高齢者にやさしい店」

事業（左京区） など 

  学生による高齢者の買物

支援サービス「買い物応援

隊」（東山区社協・大学・商

店街等） など 

日常生活圏域 

における 

高齢者等の 

見守りの輪 
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